
令和 4 年 4 月1日に施行された改正育児・介護休業法により、育児休業を取得
しやすい『雇用環境整備』および妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出を
した労働者に対する『個別の周知・意向確認』の措置が義務化されました。



産前産後、育児休業に関する社会保険・雇用保険の各種手続き代行もオプションで行っています。

※窓口および休業管理支援サービスは、手続きにかかる顧問契約を結ぶことなく、必要な期間のみご利用いただけるサービスです。
※休業管理支援と育休相談窓口の両方をお申込みの場合は、相談窓口設置の費用を 20％割引いたします。
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